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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月18日(2019.4.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチメディアシステムにおけるデバイス間の通信方法であって、
　第１のデバイスが、第２のデバイスを探索（discovering）するための探索リクエスト
（discovery request）を伝送するステップと、ここで、前記第１のデバイスは、前記第
２のデバイスと通信するための補助デバイス（companion device）であり、前記第２のデ
バイスは、ネットワークを通して放送サービス又はコンテンツのうちの少なくとも一つを
受信するためのプライマリデバイス（primary device）であり、
　前記第１のデバイスが、前記探索リクエストに応答して前記第２のデバイスから探索応
答（discovery response）を受信するステップと、ここで、前記探索応答は、前記第２の
デバイスに含まれた少なくとも一つのサーバに関連したＵＲＬ（uniform resource locat
or）情報を含み、
　前記第１のデバイスが、前記少なくとも一つのサーバに関連した前記ＵＲＬ情報に基づ
いて、前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つの使用のための情報
を獲得するためのリクエストを前記第２のデバイスに伝送するステップと、
　前記第１のデバイスが、前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つ
の使用のための情報を含む応答を前記第２のデバイスから受信するステップと、を含むこ
とを特徴とする通信方法。
【請求項２】
　前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つの使用のための情報は、
通信プロトコルを利用して受信され、
　前記通信プロトコルは、ＨＴＴＰ（Hypertext Transfer Protocol）プロトコル及びウ
ェブソケットプロトコルのうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１に記載
の通信方法。
【請求項３】
　前記少なくとも一つのサーバは、ウェブサーバとウェブソケットサーバのうちの少なく
とも一つを含み、
　前記ＵＲＬ情報は、前記ウェブサーバのサービス終端点情報と前記ウェブソケットサー
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バのサービス終端点情報のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１に記載
の通信方法。
【請求項４】
　前記第１のデバイスは、前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとの間のアプリケー
ション間（app-to-app）の通信を利用することなく、前記第２のデバイスから前記ＵＲＬ
情報を受信することを特徴とする請求項１に記載の通信方法。
【請求項５】
　前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つの使用のための情報は、
前記放送サービス又は前記コンテンツの接続のためのアドレス情報をさらに含むことを特
徴とする請求項１に記載の通信方法。
【請求項６】
　前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つの使用のための情報を獲
得するためのリクエストは、前記第１のデバイス及び前記第２のデバイス間のメッセージ
交換を通して加入、アップデート、又はキャンセルされることを特徴とする請求項１に記
載の通信方法。
【請求項７】
　前記第１のデバイスが前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つの
使用のための情報を獲得するためのリクエストに対する結果を示すコード情報を前記第２
のデバイスから受信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の通信方
法。
【請求項８】
　マルチメディアシステムにおけるデバイス間の通信を実行する第１のデバイスであって
、
　送受信器と、
　前記送受信器に接続された（coupled with）制御部と、を含み、前記制御部は、
　第１のデバイスが、第２のデバイスを探索（discovering）するための探索リクエスト
（discovery request）を伝送し、ここで、前記第１のデバイスは、前記第２のデバイス
と通信するための補助デバイス（companion device）であり、前記第２のデバイスは、ネ
ットワークを通して放送サービス又はコンテンツのうちの少なくとも一つを受信するため
のプライマリデバイス（primary device）であり、
　前記第１のデバイスが、前記探索リクエストに応答して前記第２のデバイスから探索応
答（discovery response）を受信し、ここで、前記探索応答は、前記第２のデバイスに含
まれた少なくとも一つのサーバに関連したＵＲＬ(uniform resource locator）情報を含
み、
　前記第１のデバイスが、前記少なくとも一つのサーバに関連した前記ＵＲＬ情報に基づ
いて、前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つの使用のための情報
を獲得するためのリクエストを前記第２のデバイスに伝送し、
　前記第１のデバイスが、前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つ
の使用のための情報を含む応答を前記第２のデバイスから受信することを特徴とする第１
のデバイス。
【請求項９】
　前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つの使用のための情報は、
通信プロトコルを利用して受信され、
　前記通信プロトコルは、ＨＴＴＰ（Hypertext Transfer Protocol）プロトコル及びウ
ェブソケットプロトコルのうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項８に記載
の第１のデバイス。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つのサーバは、ウェブサーバとウェブソケットサーバのうちの少なく
とも一つを含み、
　前記ＵＲＬ情報は、前記ウェブサーバのサービス終端点情報と前記ウェブソケットサー
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バのサービス終端点情報のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項８に記載
の第１のデバイス。
【請求項１１】
　前記第１のデバイスは、前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとの間のアプリケー
ション間（app-to-app）の通信を利用することなく、前記第２のデバイスから前記ＵＲＬ
情報を受信することを制御することを特徴とする請求項８に記載の第１のデバイス。
【請求項１２】
　前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つの使用のための情報は、
前記放送サービス又は前記コンテンツの接続のためのアドレス情報をさらに含むことを特
徴とする請求項８に記載の第１のデバイス。
【請求項１３】
　前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つの使用のための情報を獲
得するためのリクエストは、前記第１のデバイス及び前記第２のデバイス間のメッセージ
交換を通して加入、アップデート、又はキャンセルされることを特徴とする請求項８に記
載の第１のデバイス。
【請求項１４】
　前記第１のデバイスが前記放送サービス又は前記コンテンツのうちの少なくとも一つの
使用のための情報を獲得するためのリクエストに対する結果を示すコード情報を前記第２
のデバイスから受信することをさらに制御することを特徴とする請求項８に記載の第１の
デバイス。
【請求項１５】
　前記ＵＲＬ情報は、アプリケーション関連ＵＲＬ情報であることを特徴とする請求項１
に記載の通信方法。
【請求項１６】
　前記ＵＲＬ情報はアプリケーション関連ＵＲＬ情報であることを特徴とする請求項８に
記載の第１のデバイス。
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